
投資単位の引下げ促進のための指定替え基準等の一部改正について 
 

平成17年11月４日 

株式会社名古屋証券取引所 

 

１．改正趣旨 

投資単位を50万円未満に引き下げることを検討している上場会社が、指定替え基準等において

必要となる株主数（以下「所要株主数」という。）が増加することを懸念して１単元の株式の数

の変更や株式分割による投資単位の引下げを躊躇するといった状況を改善し、投資単位の引下げ

を一層促進する観点から、指定替え基準における所要株主数を一律に2,000人以上とするなど、

所要の規定改正を行うこととする。 

 

２．改正概要 

(1) 株主数に係る指定替え基準 

所要株主数を上場株式数に関わらず一律に2,000人以上とす

る。 

(2) 株主数に係る一部指定基準 

所要株主数を上場株式数に関わらず一律に2,200人以上とす

る。 

(3) 株主数に係る貸借銘柄の選定基準及び選定取消基準 

貸借銘柄の選定に係る所要株主数を上場株式数に関わらず一律

に1,100人以上とするとともに、貸借銘柄の選定取消しに係る所

要株主数を上場株式数に関わらず一律に600人以上とする。 

 

 

(4) その他 

その他所要の規定整備を行う。 

（備   考） 

 

・指定替え基準第２条第

１項第２号等 

 

・一部指定基準第３条第

１項第２号ｂ等 

 

・制度信用銘柄及び貸借

銘柄の選定に関する規

則第３条第１項第３号

ｂ、第６条第１項第２

号ｂ 

 

・株券上場廃止基準の取

扱い１(2)等 

 

３．施 行 日 

平成17年11月７日から施行し、同日以後に審査対象決算期を迎える銘柄に係る株主数の審査か

ら適用する。 

 

以  上 


